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　電子申請受付システムは申請者、審査機関、消防機関、保健所等をオン
ラインで結ぶシステムです。現在、確認申請等の建築手続きは電子化が急
速に進んでおり、申請プロセスの迅速化、情報の一貫性確保、トレーサビ
リティ向上が主な狙いです。併せて、台帳登録閲覧システムなどの導入に
より、業務の効率化を促進することができます。また、機関側でのサーバ
ー設置の必要がなく、特別なアプリのインストールも不要です。

　電子申請受付システムの紹介‌

　現在、紙でやり取りを行っている、確認申請の受付、消防同意・通知、
保健所通知など建築確認に係る手続き全般をオンラインで行うことができ
ます。2026年度より中間・完了検査申請、省エネ適判、構造適判にも対
応するほか、確認済証などの法定様式や主要な運用様式の作成機能を搭載
する予定です。

業務効率化　図面一貫性の確
保、問合せ減、検索性向上
省スペース　紙文書保管不要
進捗共有　やり取りの迅速化、
審査過程の記録の保持

　令和7年８月時点の利用契約率は特定行政庁７割、指定確認検査機関２
割、消防機関４割となっています。実質の利用としては、行政庁で１８機
関、指定確認検査機関２機関、消防機関が１０１機関となっています。こ
の他に、指定確認検査機関で独自システムを利用して、電子申請受付シス
テムに接続する機関もあります。

番号体系が二重化する恐れ　
書面と電子申請がある場合
手数料収納の機能がない
図面審査で使用するPDFがシ
ステムで加筆できない

電子申請受付システムは、建築行政のDX（デジタルトランスフォーメー
ション）を推進する基盤です。導入が進むことで業務効率化だけでなく、
住民サービスの質向上にもつながります。今後の動向を注視しつつ、早期
に対応をご検討いただければ幸いです。

　2026年度より利用料がかかります。一般特定行政庁・指定確認検査機
関の全部利用が40万円／年～（税抜）となります。消防機関及び保健所
等は無料です。
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